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規 則

北海道漁港管理条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年２月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第９号

北海道漁港管理条例施行規則の一部を改正する規則
北海道漁港管理条例施行規則（昭和 年北海道規則第 号）の一部を次のように改正する。
第 条第１項中「者に限る」の次に「。次項及び第３項において「許可申請者」という」
を加え、同項ただし書を次のように改める。

ただし、使用を開始しようとする日がその日の属する月の 日から末日までの場合にあ
っては、その月の前月の 日から末日までの間においても、当該申請書及び添付書類を知
事に提出することができる。
第 条中第６項を第８項とし、第２項から第５項までを２項ずつ繰り下げ、第１項の次に
次の２項を加える。
２ 許可申請者は、漁港漁場整備法（昭和 年法律第 号。以下「法」という。）第４条
に規定する漁港漁場整備事業その他の漁港若しくは漁場の整備に係る事業又は海岸法（昭
和 年法律第 号）第２条第１項に規定する海岸保全施設の整備に係る事業に従事する
船舟を停係泊させる目的で甲種漁港施設を使用するために条例第 条第１項の規定による

許可を受けようとする場合にあっては、前項の規定にかかわらず、速やかに、別記第７号
様式の申請書及び添付書類を知事に提出しなければならない。
３ 許可申請者は、当該許可に係る甲種漁港施設が所在する市町村に所在する甲種漁港施設
について、条例第 条第１項の規定による許可を既に受けており、かつ、当該許可に係る
添付書類の内容に変更がない場合にあっては、前２項の規定にかかわらず、添付書類の提
出を省略することができる。
別表中「漁港漁場整備法（昭和 年法律第 号。以下「法」という。）」を「法」に改

める。
別記第 号様式中「第 条第４項」を「第 条第６項」に改める。
別記第 号様式中「第 条第５項」を「第 条第７項」に改める。
附 則

（施行期日）
１ この規則は、平成 年３月１日から施行する。
（経過措置）
２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の北海道漁港管理条例施行規則の規定に
基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の北海道漁港
管理条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げ
ない。
（北海道行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部改正）
３ 北海道行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則（平成 年北海道規則第

号）の一部を次のように改正する。
別表第３中「第 条第２項及び第６項」を「第 条第４項及び第８項」に改める。

（北海道水産林務部の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲
を定める規則の一部改正）
４ 北海道水産林務部の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲
を定める規則（平成 年北海道規則第 号）の一部を次のように改正する。
第２条第４号中「第 条第２項」を「第 条第４項」に改め、同条第５号中「第 条第

４項」を「第 条第６項」に改め、同条第６号中「第 条第５項」を「第 条第７項」に
改め、同条第７号中「第 条第６項」を「第 条第８項」に改める。
（北海道水産林務部の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲
を定める規則の一部を改正する規則の一部改正）
５ 北海道水産林務部の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲
を定める規則の一部を改正する規則（平成 年北海道規則第 号）の一部を次のように
改正する。
第２条の改正規定のうち同条の表２の項 中「第 条第２項」を「第 条第４項」に改
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め、同項 中「第 条第４項」を「第 条第６項」に改め、同項 中「第 条第５項」を
「第 条第７項」に改め、同項 中「第 条第６項」を「第 条第８項」に改める。

告 示

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条の２第９項の規定により、長沼町長都東地区
の換地処分をした。
平成 年２月 日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の２第１項の規定により、次のように保安林を指
定する予定である。
平成 年２月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 保安林予定森林の所在場所 白糠郡白糠町オオナイ７地先・５・６の１・７（以上１

筆地先３筆について次の図に示す部分に限る。）、４
２ 指 定 の 目 的 土砂の流出の防備
３ 指 定 施 業 要 件

立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道釧路支庁産
業振興部林務課及び白糠町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定を解除する予定である旨、森林法（昭和 年
法律第 号）第 条の規定による通知があった。

平成 年２月 日
北海道知事 高 橋 はるみ

１ 解除予定保安林の所在場所 紋別郡雄武町字道有林３の１・３の４から３の７まで
（以上５筆について次の図に示す部分に限る。）、３の
２、３の３

２ 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
３ 解 除 の 理 由 ダム用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道水産林務部林務局治山課及び雄武町役場に備
え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

建設業法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により、次のとおり廃業等の届出
のあった建設業の許可を取り消した。
「次のとおり」は、省略し、その住所等は北海道建設部建設管理局建設情報課に備え置い
て縦覧に供する。
平成 年２月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 許可の全部廃業
商 号 又 は 名 称 建 設 業 の 許 可 の 番 号 処分年月日
丸 日 日 本 地 所 株 式 会 社 般 石第 号 平成
サ ツ 北 欧 設 備 工 業 株 式 会 社 般・特 石第 号 同
壱 興 業 株 式 会 社 般・特 石第 号 同
株式会社 柳 谷 建 設 般 石第 号 同
田 所 左 官 工 業 所 般 石第 号 同
サ ッ ポ ロ ネ ッ ト 株 式 会 社 般 石第 号 同
岸 田 建 設 株 式 会 社 特 石第 号 同
北 産 機 工 株 式 会 社 般 石第 号 同
山 本 工 務 店 般 後第 号 同
株式会社 荘 司 土 木 般・特 上第 号 同
天 売 小 型 運 輸 有 限 会 社 般 留第 号 同
株式会社 飛 内 建 設 般 留第 号 同
タ ケ シ ョ ウ 機 材 株 式 会 社 般 留第 号 同
有限会社 ナ カ 内 装 工 業 般 胆第 号 同
伊 藤 重 建 株 式 会 社 般 胆第 号 同
有限会社 若 杉 具 建 具 製 作 所 般 胆第 号 同
有限会社 丸 穂 田 中 土 建 般 胆第 号 同
菅 原 建 設 株 式 会 社 般 胆第 号 同
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ヨ シ ム ラ 建 築 設 計 工 房 般 胆第 号 平成
矢 野 組 般 胆第 号 同
有限会社 見 崎 鉄 筋 般 胆第 号 同
有限会社 マ エ ダ 工 業 般 胆第 号 同
有限会社 マ ル ケ ー 工 藤 組 土 建 般 胆第 号 同
株式会社 伊 達 電 業 社 般・特 胆第 号 同
フ ジ タ 産 業 株 式 会 社 般 胆第 号 同
株式会社 セイワ・ホールディングス 般 胆第 号 同
丸 国 商 事 株 式 会 社 般 胆第 号 同
有限会社 大 本 塗 装 工 業 般 胆第 号 同
株式会社 ト マ ホ ー ム 般 胆第 号 同
有限会社 大 渕 工 務 店 般 胆第 号 同
株式会社 マ ツ ダ 般 胆第 号 同
佐 藤 水 道 株 式 会 社 般 釧第 号 同
株式会社 山 信 畠 山 組 般 釧第 号 同

２ 許可の一部廃業
商 号 又 は 名 称 建 設 業 の 許 可 の 番 号 処分年月日
昭 和 電 業 株 式 会 社 般 石第 号 平成
株式会社 グ リ ー ン プ ラ ン 般 石第 号 同
建 旺 興 業 株 式 会 社 般 石第 号 同
株式会社 丸 信 北 恵 工 業 般 渡第 号 同
株式会社 杉 沢 組 特 渡第 号 同
株式会社 コ ス モ サ ポ ー ト 般 渡第 号 同
阿 部 建 設 工 業 株 式 会 社 特 上第 号 同
指 川 電 設 工 業 株 式 会 社 般 留第 号 同
ま る い 建 設 株 式 会 社 特 網第 号 同
第 一 鉄 鋼 株 式 会 社 般 胆第 号 同
株式会社 マ ル 長 遠 藤 工 業 所 般・特 胆第 号 同
有限会社 轟 般 胆第 号 同
森 田 産 業 株 式 会 社 特 胆第 号 同
株式会社 高 橋 工 業 特 根第 号 同

北海道告示第 号

道路法（昭和 年法律第 号）第 条第２項の規定により次の道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び次の縦覧場所に備え置いて、告示の日か

ら２週間、一般の縦覧に供する。
平成 年２月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
路線名及び縦覧場所 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日
道道 静 内 中 札 内 線 河西郡中札内村南札内 番地先から河西郡中札内村南札内国有 平成
北海道帯広土木現業所 林十勝西部森林管理署十勝西部事業区 林班ロ小班地先まで
道道 川西芽室音更線 帯広市別府町南 線西 番 地先から 同
北海道帯広土木現業所 帯広市別府町南 線西 番１地先まで
道道 芽室東四条帯広線 河西郡芽室町東芽室南２線 番２地先から 同
北海道帯広土木現業所 河西郡芽室町東芽室南２線 番１地先まで
道道 中札内インター線 河西郡中札内村東１条北１丁目３番地先から 同
北海道帯広土木現業所 河西郡中札内村協和東１線 番１地先まで

北海道告示第 号

道路法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変
更し、同条第２項の規定により道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び北海道帯広土木現業所に備え置いて、告
示の日から２週間、一般の縦覧に供する。
平成 年２月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 道路の種類 道道
２ 路 線 名 帯広浦幌線
３ 道路の区域

区 間 変更前後の別 敷地の幅員 延 長 国道等との重複区間
河東郡音更町十勝川温泉北 丁目１番 地先から 前 から ――河東郡音更町十勝川温泉北 丁目１番４地先まで まで

後 から ――まで
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